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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月１６日 １１時１５分ごろ 

発生場所 福島県猪苗代町上戸
じょうこ

浜南南西方沖（猪苗代湖） 

 猪苗代町所在の五萬堂山三等三角点から真方位２２１°１,５００

ｍ付近 

 （概位 北緯３７°２８.０′ 東経１４０°０８.６′） 

事故の概要  プレジャーボートTRUST
ト ラ ス ト

- E X
イーエックス

Ⅱは、南進中、また、プレジャーボ

ートブラックバスは、北西進中、両船が衝突した。 

 ブラックバスは、操縦者が負傷し、船体に亀裂を伴う破損を生じ、

また、TRUST-EXⅡは、船体に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ プレジャーボート TRUST-EXⅡ、５.３トン 

   ２５０－５４７２７神奈川、個人所有 

   ９.１０ｍ（Lr）×３.１３ｍ×２.３３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関２基、４７０.７０kＷ（合計）、平成２２年６月 

Ｂ プレジャーボート ブラックバス、５トン未満 

   ２１０－４８０５４福島、株式会社中田浜マリーナ 

   ６.２５ｍ（Lr）×１.５３ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１.０３kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２２年１２月１６日 

    免許証交付日 平成２２年１２月１６日 

           （平成２７年１２月１５日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ４０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日  平成１２年１０月３日 

 平成２７年２月２２日をもって失効していた。 

 死傷者等 重傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船底外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷船縁及び右舷外板に亀裂を伴う破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ４、視界 良好 

水象：波向 南東、波高 約５０cm 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人９人を乗せ、クルージング

を行うため、平成２７年８月１６日１１時００分ごろ、船長Ａの知人

が操縦する水上オートバイ１隻と共に猪苗代町に所在するマリーナを

出航した。 

 Ａ船は、船長Ａが、キャビン内で、操縦席に腰を掛けたり立ち上が

ったりしながら目視による見張りを行い、上戸浜西方沖に向け、約３

０～４０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で南東進した。 

船長Ａは、上戸浜西方に接近したので、南進しようと約２０km/h

に減速し、右舵を取って船首をほぼ南方に向けた際、左舷船首方５０

０ｍ付近に船首を北方～北西方に向けて微速で航行しているＢ船を視

認した。 

船長Ａは、Ｂ船を左舷方に見て通過しようと思い、更に右舵を取っ

て約３°～４°変針した後、徐々に増速して約３０～４０km/h の速

力で南進を続けていたところ、１１時１５分ごろ衝撃を感じた。 

船長Ａは、Ｂ船ではない他の船舶に衝突したのだと思い、キャビン

を出て確認したところ、Ｂ船と衝突したことを知り、操縦者Ｂが負傷

していたので、Ａ船を追走していた水上オートバイの船長に、事故発

生の連絡を依頼し、操縦者Ｂ及びＢ船の同乗者（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）をＡ船に乗せ、マリーナに帰った。 

船長Ａは、救急車が到着していなかったので、操縦者Ｂ及び同乗者

Ｂを自家用車に乗せ、福島県郡山市の病院に搬送した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂが乗り、上戸浜西方沖においてトロ

ーリングによる釣りを行っていた。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが、右舷船尾部の椅子に腰を掛け、左手で船外機

を操作し、同乗者Ｂが、船体中央部よりやや船首方の甲板上に船尾方

を向いた状態で腰を掛けていた。 

 操縦者Ｂは、釣果が良くなく、釣り場を移動しようと約１５km/h

の速力で南進した後、右転して船首を北西方に向けた。 

Ｂ船は、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂが、釣りざおを左右両舷側から各２

本振り出し、操縦者Ｂが、再度、トローリングをするため、右舷船尾

部の甲板上に置いていたポータブル型のＧＰＳプロッター兼魚群探知

機に表示される速力、水深及び魚群の反応を見ながら、約３～４km/h

の速力で北西進した。 

操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、叫び声が聞こえたので周囲を確認したと

ころ、右舷船首方に接近するＡ船に気付いたものの、どうすることも

できず、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突し、Ａ船がＢ

船の右舷船縁上を船首方から船尾方へ乗り切ったのを認めた。 
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 操縦者Ｂは、Ａ船の船底外板とＢ船の船外機との間に挟まれ、脾
ひ

臓

損傷、肺挫傷及び右肋骨骨折を負った。 

 Ｂ船は、出航地である猪苗代町に所在する別のマリーナの水上オー

トバイにより、同マリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船には、レーダーがなかった。 

 Ａ船は、ふだんから、増速中、急激に船首が浮上して船首方に死角

を生じるものの、低速で航行するか、滑走状態まで増速すれば、船首

が下がり、死角が解消されていた。 

 Ａ船の同乗者は、船首部の甲板上に２人が、キャビン後部の椅子席

に７人がそれぞれ座っていたが、Ａ船がＢ船に接近していることに誰

も気付かなかった。 

 Ａ船を追走していた水上オートバイの船長は、本事故発生の直前、

Ａ船とＢ船とが接近していたので、大声で叫んだ。 

 Ａ船を追走していた水上オートバイの船長は、本事故後、出航地の

マリーナに本事故の発生を連絡していた。 

 船長Ａ及びＡ船の同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用してお

り、飲酒はしていなかった。 

 Ｂ船は、和船型の船舶で、本事故当時、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂが出

航地のマリーナからレンタルしていた。 

 操縦者Ｂは、本事故当時、釣果が悪かった上、本事故発生場所付近

で、釣り糸を起伏が激しい湖底に根掛かりさせないよう魚群探知機の

画面に注意を向けていたので、見張りを行っておらず、Ａ船がＢ船に

接近していることに気付かなかった。 

 同乗者Ｂは、本事故発生の直前、叫び声が聞こえて振り返ったとこ

ろ、右舷船首方にＡ船を視認したので、とっさに身をかがめた。 

 操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、本事故当時、共にベスト型の救命胴衣を

着用しており、飲酒はしていなかった。 

 同乗者Ｂは、有効な二級小型船舶操縦免許証を受有していた。 

（写真１、写真２参照） 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

分析  

写真１ Ａ船（右舷） 

写真２ Ａ船（船尾） 
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、上戸浜南南西方沖を南進中、船長Ａが、左舷船首方にＢ船

を視認した際、右舵を取って約３°～４°変針してＢ船を避けたの

で、前路に他船はいないものと思い込み、船首方の死角を補う見張り

を適切に行っていなかったことから、Ｂ船と接近していることに気付

かずに航行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、上戸浜南南西方沖を北西進中、操縦者Ｂが、右舷船尾部の

甲板上に置いていた魚群探知機の画面に注意を向け、見張りを行って

いなかったことから、Ａ船に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

操縦者Ｂは、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、Ｂ船の

操縦を行ってはならなかった。 

原因  本事故は、上戸浜南南西方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が北西

進中、船長Ａが前路に他船はいないものと思い込み、船首方の死角を

補う見張りを適切に行わず、また、操縦者Ｂが、魚群探知機の画面に

注意を向け、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首が浮上して船首方に死角が生じる場合は、船首方に

死角が生じさせない速力としたり、適当な間隔で船首を左右に振

るなどして死角を補う適切な見張りを行うこと。 

 ・航行中、常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年８月１６日 

 １１時１５分ごろ発生） 

× 

Ａ船 

Ｂ船 

五萬堂山三等三角点 

上戸浜 

福島県 

猪苗代町 

国土地理院 電子国土Ｗｅｂシステム使用 


